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庄原都市計画区域

庄原都市計画区域の概要

庄原市

三次市
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JR備後三日市駅

国道183号
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国営備北丘陵公園
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上野公園

（都）末納上野線

庄原都市計画区域の主要な交通と道路ネットワーク
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年月日 内容

昭和33年3月28日 Ⅱ・３・５号 上野公園線として都市計画決定
（L=約300m , W=11ｍ）

昭和48年3月9日 ３・５・６号 上野公園線として名称の変更
（L=約300 m , W=11ｍ）

平成2年3月8日 交通量増加に伴う延長の変更
（L=約1,010m , W=12ｍ）

平成24年12月6日 終点位置の変更に伴う延長の変更
（L=約930m , W=12ｍ）

都市計画決定の経緯（上野公園線）
３・５・６号上野公園線は昭和33年に上野公園へのアクセス道路として都市計画決定
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年月日 内容
昭和29年5月31日 Ⅱ・３・１号 高小路線として都市計画決定

（L=約411.5m , W=11ｍ）
昭和31年12月22日 延長の変更

（L=約742m , W=11ｍ）
昭和33年3月28日 終点位置の変更に伴う延長の変更

（L=約930m , W=11ｍ）
昭和37年10月2日 起点位置の変更に伴う延長の変更

（L=約1,485m , W=11ｍ）
昭和48年3月9日 ３・６・4号 高小路線として名称変更，延長の変更

（L=約1,480m , W=11ｍ）
平成2年3月8日 区域の変更

（L=約1,480m , W=11ｍ）
平成5年8月2日 区域の変更

（L=約1,480m , W=11ｍ）
平成18年3月2日 区域の変更

（L=約1,480m , W=11ｍ）
平成24年12月6日 起点位置の変更に伴う延長の変更

（L=約1,430m , W=11ｍ）

都市計画決定の経緯（高小路線）
３・６・４号高小路線は昭和29年に中心市街地内の発生集中交通を処理する道路として都市計画決定
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高小路線

都市計画変更の内容

交差点形状の変更に伴う区域の変更１

道路法線の見直しに伴う区域の変更2

変更区間L=約130ｍW=11ｍ2車線

N

上野公園線

変更区間L=約360ｍW=12ｍ2車線
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交差点形状の変更に伴う区域の変更１

現状の課題
・５枝の複雑な交差点である
・信号設置基準を満たさない

都市計画変更の内容①

複雑な交差点における
安全性の高い交通の実現

道路交通法の改正（H25年6月）
環状交差点（ラウンドアバウト）が
法令により位置付けられた
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ラウンドアバウトとは

出典： 国土交通省

構造上右折の必要がなく
左折のみで通行可能

環道の通行が優先される

環道に流入する車両は
徐行または一時停止が必要

概要図
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都市計画変更の内容①

高小路線 変更区間L=約130ｍW=11ｍ2車線

交差点形状の変更に伴う区域の変更１
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都市計画の変更内容②

交差点中心位置を変更したことによる
上野公園線の道路法線の見直し

道路法線見直しに伴う区域の変更２

上野公園線 変更区間L=約360ｍW=12ｍ2車線

高小路線 変更区間L=約130ｍW=11ｍ2車線

9



［単位:mｍ］

交差点部

一般部

標準横断図
種級 第４種第３級

一般部

上野公園線 高小路線

上野公園線・高小路線
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意見書の要旨と事務局の考え方について
縦覧期間 令和４年９月27日（火）～令和４年10月11日（火）まで

意見書数 ７通，７名

資料3-2 意見書の要旨と意見書に対する事務局の考え方

をご覧ください。
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ご清聴ありがとうございました


